
３
月
村
議
会
定
例
会
報
告

　

村
議
会
定
例
会
が
３
月
２
日
・

４
日
・
５
日
の
３
日
間
開
か
れ
、

条
例
改
正
等
24
案
が
審
議
さ
れ
、

い
ず
れ
の
議
案
も
原
案
ど
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
３
年
度
当
初
予
算

◆
令
和
３
年
度
一
般
会
計
並
び
に
国

民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
合
併
処

理
浄
化
槽
設
置
管
理
事
業
、
後
期
高

齢
者
医
療
、
簡
易
水
道
事
業
の
各
特

別
会
計
の
新
年
度
予
算
が
審
議
さ
れ
、

可
決
さ
れ
ま
し
た
。
一
般
会
計
の
予

算
総
額
は
19
億
８
６
０
０
万
円
で
、

前
年
度
と
比
較
し
て
８
０
０
万
円
、

０
．
４
％
の
増
額
と
な
り
ま
し
た
。

補  

正  

予  

算

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

そ
れ
ぞ
れ
１
億
１
１
１
８
万
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

28
億
７
２
９
０
万
８
０
０
０
円
と
す

る
も
の
で
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
４
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
５
４
３
万
７
０
０
０
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

４
億
４
０
６
１
万
６
０
０
０
円
と
す

る
も
の
で
す
。

◆
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

87
万
７
０
０
０
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
４
億
５
３
２
２
万

円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
管
理
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
１
２
９
５
万
７
０
０
０
円
を
減

額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

４
２
７
１
万
７
０
０
０
円
と
す
る
も

の
で
す
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

か
ら
１
５
３
万
７
０
０
０
円
を
減

額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

３
７
８
９
万
６
０
０
０
円
と
す
る
も

の
で
す
。

◆
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
５
３
８
万
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

１
億
１
４
３
４
万
８
０
０
０
円
と
す

る
も
の
で
す
。

条  

例  

改  

正

◆
村
長
等
の
給
料
の
額
の
特
例
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
新
た
に
任
命
す
る
教
育
長

の
給
料
を
減
額
す
る
た
め
、
本
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
き
及

び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
地
方
公
務
員
法
第
28
条
第

４
項
に
基
づ
く
職
員
の
失
職
の
特
例

を
条
例
で
定
め
る
た
め
、
本
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
３
年
法
律
第
５
号
）
が
施

行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
条
例
を
改

正
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
本
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法

律
第
１
２
３
号
）
第
１
１
７
条
の
規

定
に
基
づ
き
策
定
し
た
「
第
８
期
介

護
保
険
事
業
計
画
」
に
基
づ
き
、
令

和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の

保
険
料
率
を
改
正
す
る
た
め
、
本
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
令
和
３
年
度
介
護
報
酬
改

定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の

事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

関
係
条
例
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ

た
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の

た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
令
和
３
年
度
介
護
報
酬
改

定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の

事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

関
係
条
例
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ

た
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
指
定
介
護
予
防
支
援
等

の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指

定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
令
和
３
年
度
介
護
報
酬
改

定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の

事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

関
係
条
例
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ

た
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
指
定
居
宅
介
護
支
援
等

の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
令
和
３
年
度
介
護
報
酬
改

定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の

事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

関
係
条
例
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ

た
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

◆
第
６
次
東
秩
父
村
総
合
振
興
計
画

基
本
構
想
に
つ
い
て

（
内
容
）
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
行

政
運
営
を
図
る
た
め
、
第
６
次
東
秩

父
村
総
合
振
興
計
画
基
本
構
想
を
策

定
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
和
紙
の
里
の
指
定
管
理

者
の
指
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
地
方
自
治
法
第
２
４
４
条

の
２
第
６
項
及
び
東
秩
父
村
和
紙
の

里
関
連
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
第

４
条
並
び
に
東
秩
父
村
文
化
財
保
存

施
設
等
の
設
置
及
び
管
理
条
例
第
３

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
秩
父
村
和

紙
の
里
関
連
施
設
並
び
に
東
秩
父
村

文
化
財
保
存
施
設
等
の
指
定
管
理
者

を
指
定
す
る
も
の
で
す
。

人  

事  

案  

件

◆
東
秩
父
村
副
村
長
の
選
任
に
つ
い
て

（
内
容
）
副
村
長
の
大
島
健
治
氏
が

令
和
３
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
辞
任

す
る
こ
と
に
伴
い
、
新
た
に
清
水
順

平
氏
を
選
任
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
教
育
委
員
会
教
育
長
の

任
命
に
つ
い
て

（
内
容
）
教
育
委
員
会
教
育
長
の
根

岸
敏
夫
氏
が
令
和
３
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
辞
任
す
る
こ
と
に
伴
い
、
新

た
に
大
久
根
勇
氏
を
任
命
す
る
も
の

で
す
。
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